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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　他の装置から無線により供給される電力を受電する受電手段と、
　前記通信装置の能力情報を無線通信により報知する報知手段と、
　無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す情報を含めない第１能力
情報の報知から、無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す前記情報
を含めた第２能力情報の報知に、前記受電手段による受電に応じて切り替えるよう前記報
知手段を制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記報知手段は、前記受電手段により受電していない場合、前記第１能力情報を報知す
ることを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記第１能力情報には、無線電力伝送と異なる処理が実行可能なことを示す情報が含ま
れることを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２能力情報には、前記異なる処理が実行可能なことを示す情報が含まれないこと
を特徴とする請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
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　無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す前記情報には、無線電力
伝送の方式を示す情報が含まれることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の
通信装置。
【請求項６】
　前記報知手段による前記第２能力情報の報知を受信した前記他の装置に対して無線電力
伝送を行うための制御情報を送信する送信手段を有し、
　前記受電手段は、前記制御情報の送信の後に前記他の装置が大きくした送電電力による
送電を前記他の装置から無線により受電することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１
項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記受電手段による受電が終了した場合、前記報知手段は、前記第１能力情報の報知に
切替えることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記受電手段により受電した電力を蓄電する蓄電手段を有することを特徴とする請求項
１乃至７の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記報知手段は、前記受電手段により受電した電力を用いて能力情報の報知を行うこと
を特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記受電手段は、前記他の装置からの電磁界に基づいて起電することで受電することを
特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記報知手段は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）　ＬＯＷ　ＥＮＥＲＧＹを用いて前
記第１能力情報及び前記第２能力情報を報知することを特徴とする請求項１乃至１０の何
れか１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記報知手段は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）　ＬＯＷ　ＥＮＥＲＧＹを用いてア
ドバタイズパケットにより前記第１能力情報及び前記第２能力情報を報知することを特徴
とする請求項１乃至１１何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記第１能力情報には、無線接続が電波状況により接続できなくなったことを通知する
サービス、対向機からアラート信号を受信した場合、警告表示を出すサービスまたは対向
機に電池残量を通知するサービスを示す情報が含まれることを特徴とする請求項１乃至１
２の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
　他の装置から無線により供給される電力を受電する受電手段と、前記通信装置の能力情
報を無線通信により報知する報知手段と、を有する通信装置の制御方法であって、
　無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す情報を含めない第１能力
情報の報知から、無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す前記情報
を含めた第２能力情報の報知に、前記受電手段による受電に応じて切り替えるよう前記報
知手段を制御することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　自機器の情報を報知する無線通信装置に関する
【背景技術】
【０００２】
　無線通信を行う通信方式としてＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）　ＬＯＷ　ＥＮＥＲＧ
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Ｙ（以下、ＢＬＥと称す）がある。ＢＬＥでは、周囲に存在する無線機に自機情報を報知
するアドバタイズパケットのデータ部分は０～３２バイトから選択可能であることを規定
している。また、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）を用いて無線電力伝送における装置間
の情報伝達を用いる技術が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１３－５３０６６８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＢＬＥを用いて自機情報を周囲の無線機に報知がする場合、上述のようにアドバタイズ
パケットのデータ容量に制限があるため、自装置が対応しているサービスやプロファイル
の全てが含められない場合が発生する。
【０００５】
　特許文献１のように無線電力伝送における制御情報の装置間のやりとりにＢＬＥを適用
した場合を考える。この場合、通信装置が常に無線電力伝送に対応していることを示すサ
ービス情報をアドバタイズパケットに入力して報知すると、無線電力伝送以外のサービス
やプロファイルを報知できなくなってしまう。このようにすると、無線電力伝送以外のサ
ービスを他の装置と速やかに開始できなくなってしまう恐れがある。逆に、通信装置が無
線電力伝送に対応していることを示すサービス情報をアドバタイズパケットに入力しない
とすると、無線電力伝送を行う相手装置と速やかに無線電力伝送が行えなくなってしまう
。
【０００６】
　本発明は、能力情報を報知する際の問題を解決することを目的とする
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の通信装置は、他の装置から無線により供給される
電力を受電する受電手段と、前記通信装置の能力情報を無線通信により報知する報知手段
と、無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す情報を含めない第１能
力情報の報知から、無線により供給される電力を受電する能力を有することを示す前記情
報を含めた第２能力情報の報知に、前記受電手段による受電に応じて切り替えるよう前記
報知手段を制御する制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、通信装置が受電に応じて無線により供給される電力を受電する能力を
有することを示す能力情報を報知できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１におけるカメラと充電台の接続を示す
【図２】実施例１におけるカメラ１０１の構成
【図３】実施例１における充電台１０２の構成
【図４】実施例１におけるシーケンスを示す
【図５】アドバタイズパケット構成
【図６】アドバタイズデータ構成
【図７】実施例１におけるアドバタイズデータ構成
【図８】実施例１におけるカメラ１０１の動作を示す
【図９】実施例１における充電台１０２の動作を示す
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　〔実施例１〕
　本実施例は、無線給電を行う充電台と無線受電能力を持つカメラから構成され、カメラ
が充電台からの電力を受電した際の動作について述べる。
【００１１】
　図１は本実施例における構成を示す。カメラ１０１はＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）
　ＬＯＷ　ＥＮＥＲＧＹ（ＢＬＥ）規格を用いた無線通信機能と、無線受電機能を有し、
充電台１０２とは無線通信機能を利用して無線電力伝送に関する情報の送受信を行う。充
電台１０２はＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）　ＬＯＷ　ＥＮＥＲＧＹ規格を用いた無線
通信機能と無線送電機能を有し、充電台に置かれた受電装置に対し、無線通信機能を用い
て無線給電情報の送受信を行う。
【００１２】
　図２はカメラ１０１の構成を示す。カメラ１０１は、無線部２０１、制御部２０２、コ
イル２０３、受電部２０４、電池２０５、表示部２０６、操作部２０７、撮像部２０８を
有する。図２において、無線部２０１はＢＬＥに対応した無線チップと２．４ＧＨＺに対
応したアンテナを有し、ＢＬＥに準拠した無線通信を行う。無線部２０１は、カメラ１０
１が有するサービスを周囲の他の通信装置に報知するため、ＢＬＥ規格にて規定されるア
ドバタイズパケットを送信する。
【００１３】
　制御部２０２はＣＰＵ（ＣＥＮＴＲＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ　ＵＮＩＴ）、メモリ
を有する。制御部２０２は、メモリに記憶されている制御プログラムをＣＰＵが実行し、
各ハードウェアの制御および情報の演算のおよび加工を行うことで、カメラ１０１全体の
制御を行う。制御部２０２は、アドバタイズパケットに入力される自装置が対応するサー
ビス情報、プロファイルの設定を行う。また、制御部２０２は、データ送受信信号の生成
と保存、電源の切り替えなどを含む電源制御も行う。
【００１４】
　コイル２０３は無線にて電力を受電するためのアンテナであり、磁界共鳴方式あるいは
電磁誘導方式より受電する。受電部２０４は、充電台からの電磁界（電磁波）に基づいて
コイル２０３において起電された電力を受電する。また、受電部２０４はコイル２０３よ
り受電した電力の有無を検知する。また、受電部２０４は受電した高周波電力を整流し直
流電力への変換を行う。なお、受電部２０４は、電池２０５からの電力で制御部２０２と
無線部２０１を動作させることができず、受電を行うための通信を開始できない場合、制
御部２０２と無線部２０１のみに給電し、充電台１０２との通信を行わせる。電池２０５
は、カメラ１０１内の各ブロックへの給電を行う電源である。電池２０５は、コイル２０
３を介して受電部２０４により生成された電力により充電され、蓄電を行う。電池２０５
の電池残量は制御部２０２より読みだすことが可能である。
【００１５】
　表示部２０６は、各種表示を行う表示部でありＬＣＤやＬＥＤのように視覚で認知可能
な情報の出力、あるいはスピーカなどの音出力が可能な機能を有する。表示部１０５は視
覚情報および音情報の少なくともどちらか一方を出力する機能を備えるものである。表示
部１０５は視覚情報を表示する場合、表示する視覚情報に対応する画像データを保持する
ＶＲＡＭ（ＶＩＤＥＯ　ＲＡＭ）を有する。表示部１０５は、ＶＲＡＭに格納した画像デ
ータをＬＣＤやＬＥＤに表示させ続ける表示制御を行う。表示部２０６は、撮像部２０８
で撮像された画像表示および制御部２０２内のメモリに保存した画像および設定情報、電
池残量を表示する。また、表示部２０６は、充電処理の状態を表示する。
【００１６】
　操作部２０７は、ユーザが各種入力等を行い、通信装置を操作するための操作部である
。操作部２０７は、入力に対応するフラグをメモリに記憶する。操作部２０７は、撮影、
再生、カメラ設定、無線設定を行うための入力装置であり、ボタン、ダイアル、タッチパ
ネルなどで構成される。撮像部２０８は、画像を撮像する。撮像部２０８は、レンズ、エ
リアセンサ、画像処理回路などから構成される。撮像部２０８により撮像された画像は制
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御部２０２内のメモリに保存される。
【００１７】
　図３は充電台１０２の構成を示す。充電台１０２は、無線部３０１、制御部３０２、コ
イル３０３、送電部３０４、電源３０５を有する。図３において。無線部３０１はＢＬＥ
に対応した無線チップと２．４ＧＨＺに対応したアンテナを有し、ＢＬＥに準拠した無線
通信を行う。無線部２０１は、周囲の他の通信装置が報知する報知信号すなわちアドバタ
イズパケットを受信する。充電台１０２は、自装置に対応する無線電力伝送方式に対応す
るサービス情報を含むアドバタイズパケットを他の装置から受信した場合、当該他の装置
と接続する。電源３０５は、商業用電源から動作用の電力を取得する。なお、無線部３０
１は、自装置が無線電力伝送サービスに対応していることを示すアドバタイズパケットを
報知するようにして良い。
【００１８】
　続いて、カメラ１の無線部２０１より報知されるアドバタイズパケットの構成を、図５
を用いて説明する。図５に示す通り、アドバタイズパケットは、プリアンブル５０１、ア
クセスアドレス５０２、アドバタイジングヘッダ５０３、ペイロードレングス５０４、ア
ドバタイザーアドレス５０５、アドバタイジングデータ５０６、ＣＲＣ５０７により構成
される。プリアンブル５０１は、パケットの検出と受信タイミングの同期を取るために用
いられる。アクセスアドレス５０２は、パケット種別を示す。なお、アドバタイジングパ
ケットを示す場合、アクセスアドレス５０２は固定値が入力される。アドバタイジングヘ
ッダ５０３は、タイシングパケットの種類を示す。ペイロードレングス５０４はペイロー
ドのデータサイズを示す。アドバタイザーアドレス５０５は、送信元を示す。アドバタイ
ジングデータ５０６は、０から３２バイトの範囲で設定でき、自装置のサービス情報、プ
ロファイルに関するデータが入力される。ＣＲＣ５０７は、誤り検出のためのデータであ
る。
【００１９】
　以上の構成を有するシステムにおける動作を以下に説明を行う。
【００２０】
　カメラ１０１の動作を、図８に示すフローチャートを用いて説明する。なお、図８のフ
ローチャートは制御部２０２に含まれるメモリに記憶される制御プログラムを制御部２０
２に含まれるＣＰＵが実行することにより実行される。処理が開始されるとカメラ１０１
の制御部２０２は、受電部２０４により外部装置から送電を受けていないことを確認する
と、非受電時用のサービス情報をアドバタイズデータに設定する。非受電時用のサービス
情報が設定されたアドバタイズデータを図６に示す。
【００２１】
　図６において、６０１は、アドバタイズデータの報知モードを示す領域であり、図６に
おいてはすべての無線機器へ報知するモードであることを示す「ＧＥＮＥＲＡＬ　ＤＩＳ
ＣＯＶＥＲＡＢＬＥ　ＭＯＤＥ」が入力されている。６０２は、アドバタイズデータが送
信された際の送信電力を示す領域であり、送信電力値が入力される。６０３は、カメラ１
０１が有するサービス情報が入力される領域であり、サービスの識別子であるＵＵＩＤ（
ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＬＹ　ＵＮＩＱＵＥ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲ）が入力される。なお、
ここではＵＵＩＤ全体１２８ビット中の一部１６ビットを示すＮＯＮ－ＣＯＭＰＬＥＴＥ
　ＬＩＳＴ　ＯＦ　１６－ＢＩＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＵＵＩＤＳが入力される。
【００２２】
　図６ではカメラ１０１が有するサービス情報を３つ報知する例を示している。図６にお
いて入力されるサービスは、「ＬＩＮＫ　ＬＯＳＳ」、「ＩＭＭＥＤＩＡＴＥ　ＡＬＡＲ
Ｔ」、「ＢＡＴＴＥＲＹ　ＳＵＲＥＶＩＣＥ」の３種類である。「ＬＩＮＫ　ＬＯＳＳ」
サービスは、他の通信装置からの設定により無線部２０１による無線接続時に電波状況に
より接続できなくなったことを通知するサービスである。「ＩＭＭＥＤＩＡＴＥ　ＡＬＡ
ＲＴ」は、無線部２０１により接続している対向機からアラート信号を受信した場合、表
示部２０６等に警告表示を出すサービスである。ＢＡＴＴＥＲＹ　ＳＵＲＥＶＩＣＥは、
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無線部２０１により接続している対向機に自装置の電池残量を通知するサービスである。
【００２３】
　続いて、図６において６０４はカメラ１０１の名称を示すローカルネームを入力する領
域である。なお、これらの情報をアドバタイジングデータ５０６入力した場合、最大値の
３２バイトとなる。したがって、アドバタイズパケットには、これ以上のサービス情報を
付加することができず、カメラ１０１が他のサービスに対応していても、該サービスを有
していることを報知することができない。
【００２４】
　図８に戻り、無線部２０１はＳ８０１で設定された情報に従い、アドバタイズパケット
を周期的に繰り返しブロードキャスト送信する（Ｓ８０２）。なお、本実施例において無
線部２０１は、規格で選択できる周期の中から消費電力と応答性を考慮し、アドバタイズ
パケットを１．２８秒周期で繰り返し送信する（Ｓ８０２）。制御部２０２は、受電部２
０４にてコイル２０３から微弱電力を検知したかを確認する（Ｓ８０３）。カメラ１０１
は、微弱電力を検知することにより自装置が充電台１０２の送電可能範囲に配置されこと
を認識する。微弱電力を検知しない場合は、Ｓ８０１で設定されたアドバタイズパケット
を送信する。受電部２０４が微弱電力を検知すると、制御部２０２は、受電時用のサービ
ス情報をアドバタイズデータに設定する（Ｓ８０４）。なお、受電時用のサービス情報に
は、無線電力伝送サービスが含まれる。受電時用のサービス情報が設定されたアドバタイ
ズデータを図７に示す。
【００２５】
　図７において、７０１は、アドバタイズデータの報知モードを示す領域であり、図７に
おいては、３０秒の間にのみ報知するモードであることを示す「ＬＩＭＩＴＥＤ　ＤＩＳ
ＣＯＶＥＲＡＢＬＥ」が入力されている。７０２は、アドバタイズデータが送信された際
の送信電力を示す領域であり、送信電力値が入力される。カメラ１０１が有するサービス
情報が入力される領域であり、サービスの識別子であるＵＵＩＤ（ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＬ
Ｙ　ＵＮＩＱＵＥ　ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲ）が入力される。なお、ここではＵＵＩＤ全体
１２８ビット中の一部１６ビットを示すＮＯＮ－ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＬＩＳＴ　ＯＦ　１
６－ＢＩＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＵＵＩＤＳが入力される。
【００２６】
　図７ではカメラ１０１が有するサービス情報を２つ報知する例を示している。図６にお
いて入力されるサービスは、「ＲＸ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＩＴＹ」、「ＢＡＴＴＥＲＹ　Ｓ
ＵＲＥＶＩＣＥ」の２種類である。「ＲＸ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＩＴＹ」、所定の無線電力
伝送方式により受電するサービスを示す。　このように、カメラ１０１は、送電装置の送
電可能な範囲に配置され、送電装置から無線で送電された検出用電力を受電した場合に、
アドバタイズパケットに所定の無線電力伝送方式により受電するサービスに対応している
ことを示す情報を設定する。従って、送電装置の送電可能な範囲に配置されていない場合
には、所定の無線電力伝送方式により受電するサービス対応していることを示す情報を報
知せず、代わりに他のサービスに対応していることを周辺に存在する他の通信装置に通知
することができる。
【００２７】
　無線部２０１は、Ｓ８０４で設定された受電時用のサービス情報に内容を変更したアド
バタイズパケットパケットの周期的な送信を行う（Ｓ８０５）。制御部２０２は、対向装
置が自装置と対応する無線電力伝送サービスを実行可能かを所定期間の間判定する（Ｓ８
０６）。なお、ここで所定期間とは、受電時用のサービス情報が設定されたアドバタイズ
パケットを報知する３０秒とする。Ｓ８０６における判定は、充電台１０２から送信され
たアドバタイズパケットに、対応する無線電力伝送サービスの情報が含まれているか否か
で判定する。また、Ｓ８０６における判定は、充電台１０２からＢＬＥによる接続要求が
無い場合は、対向装置が自装置と対応する無線電力伝送サービスを実行可能ではないと判
定する。また、Ｓ８０６における判定は、充電台１０２とＢＬＥによる接続後に、ＢＬＥ
による通信により自装置と対応する無線電力伝送サービスを実行可能であることを示す情
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報の有無により判定するようにしてよい。
【００２８】
　Ｓ８０６における判定により、対向装置が自装置と対応する無線電力伝送サービスを実
行可能ではないと判定した場合、Ｓ８０１の処理に戻る。一方、Ｓ８０６における判定に
より、対向装置が自装置と対応する無線電力伝送サービスを実行可能であると判定した場
合、受電部２０４は、受電を開始する（Ｓ８０７）。なお、Ｓ８０７に先だって、無線部
２０１は、充電台１０２に対して、要求する受電電力、現在の電池残量など、無線電力伝
送を行うための制御情報を通知するようにしてよい。また、無線部２０１は、無線電力伝
送を行うための制御情報を通知した後に充電台１０２とのＢＬＥの接続を切断するように
し、制御情報を通信する必要がある場合にのみ接続を行うようにして良い。なお、受電中
は、受電時用のサービス情報が設定されたアドバタイズパケットを周期的に送信し続ける
ようにして良い。そして、制御部２０２は、受電を終了するかを判定する（Ｓ８０８）。
例えば、制御部２０２は、電池２０５が満充電になった場合などで受電を行う必要が無く
なった場合受電を終了すると判定する。なお、充電台１０２からの送電が無くなった場合
、即ち、受電を検知できなくなった場合も制御部２０２は、受電を終了すると判定する。
受電を終了すると判定した場合、無線電力伝送サービス以外のサービスを実行する場合に
備えて、制御部２０２は、受電時用のサービス情報をアドバタイズデータに設定し、処理
を終了する（Ｓ８０９）。また、カメラ１０１は、受電を終了する場合に、送電装置に対
して送電停止を要求する制御情報を送信してよい。また、Ｓ８０９に変えて再びＳ８０１
からの処理を繰り返すようにしてよい。
【００２９】
　このように、本実施例におけるカメラ１０１による動作によれば、充電台１０２と近接
され、受電を行うことができる場合にのみ、アドバタイズパケットに無線電力伝送サービ
スに対応することを示すサービス情報を含める。また、カメラ１０１が充電台１０２から
の電力を受電できない位置に配置されて、無線電力伝送サービスを実行する可能性が低い
場合は、代わりに他のサービス情報を周辺に存在する機器に報知する。これにより、サー
ビス情報を入力するためのデータ量に限りがあるアドバタイズパケットでも、カメラ１０
１の状況に応じて、カメラ１０１が実行する可能性の高いサービスに関する情報を周辺の
機器に通知することが可能になる。したがって、カメラ１０１は、データ量に限りがある
アドバタイズパケットを用いても、状況に応じて実行する可能性が高いサービス情報を効
率的に周辺に存在する機器に通知することが可能になる。
【００３０】
　続いて、充電台１０２の動作を図９に示すフローチャートを用いて説明する。充電台１
０２は、送電部３０４は、受電装置が充電台１０２に用いる検出用電力である微弱な電力
（例えば０．１Ｗ）をコイル３０３から無線で送電する（Ｓ９０１）。続いて無線部３０
１は、他の通信装置から送信されたアドバタイズパケットを受信したかを否か判定する。
アドバタイズパケットを受信した場合は受信したアドバタイズパケットに含まれるアドバ
タイズデータの内容から無線による受電サービスに対応しているか否かを判断する。アド
バタイズデータにサービスとしてＲＸ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＩＴＹが記載されている場合受
電サービスがあると判断する。なお、受電サービスに対応していないと判定された場合は
Ｓ９０１の処理に戻る。充電台１０２は、受電サービスに対応していると判定された場合
、アドバタイズパケットを送信した機器が充電台１０２に載っているか否かを判定する。
充電台１０２は、受信したアドバタイズデータに含まれる送信電力値と無線部３０１によ
りアドバタイズパケットを受信した際の受信信号強度（ＲＳＳＩ）に基づいて、アドバタ
イズパケットを送信した機器が充電台１０２上に載っているか否かを判定する。
【００３１】
　制御部３０２は、アドバタイズデータに含まれる送信電力値とアドバタイズパケットを
受信した際の受信信号強度との差分電力閾値３０ＤＢを下回ると当該機器が充電台１０２
に載っていると判断する。３０ＤＢを超えると距離が離れており充電台１０２に載ってい
ないと判断する（Ｓ９０４）。
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【００３２】
　アドバタイズパケットを送信した機器が充電台１０２に乗っていない場合はＳ９０１に
戻る。アドバタイズパケットを送信した機器が充電台１０２に乗っている場合は、無線部
３０１は当該機器にから要求電力量や電池残量等の制御情報を取得する（Ｓ９０５）。送
電部３０４は、取得した制御情報に基づいて送電用電力値（例えば１０Ｗ）による送電を
開始する（Ｓ９０６）。そして、制御部３０２は、送電を終了するかを判定し、終了する
場合は、Ｓ９０１に処理を戻す。
【００３３】
　続いて、カメラ１０１と充電台１０２の動作シーケンスを図４に示す。カメラ１０１は
、処理を開始すると、非受電時用のサービス情報が設定されたアドバタイズパケットの報
知を開始する。なお、Ｓ４０１では、カメラ１０１は、充電台１０２と無線電力伝送が行
えない位置に日知され、十分距離が離れている。Ｓ４０１で報知されるサービス情報は図
６の内容である。
【００３４】
　充電台１０２は、処理を開始すると、アドバタイズパケットの受信の有無の確認、受電
装置により充電台１０２の検出に用いられる検出用電力である微弱電力の送信を開始する
。そして、ユーザによりカメラ１０１は充電台１０２に置かれ、カメラ１０１と充電台１
０２とが無線電力伝送が可能な位置に配置される（Ｓ４０３）。そして、カメラ１０１は
、充電台１０２と無線電力伝送が可能な位置に配置されることにより、充電台１０２が送
電する微弱電力を受電部２０４により受電する（Ｓ４０４、Ｓ４０５）。カメラ１０１は
、充電台１０２からの微弱電力を検知すると、受電時用のサービス情報を設定したアドバ
タイズパケットの送信に切替える（Ｓ４０６）。なお、この場合に報知されるサービス情
報は図７に示すものであり、無線電力伝送サービスが入力される。なお、電池２０５の残
量が無い場合は、Ｓ４０１にてアドバタイズデータの送信は行わず、Ｓ４０４にて受電し
た電力にて図７に示すアドバタイズデータを送信するようにしてよい。
【００３５】
　充電台１０２は、無線電力伝送サービスを含んだアドバタイズパケットをカメラ１０１
からを受信すると、アドバタイズパケットを送信したカメラ１０１と無線電力伝送が可能
な位置に配置されているかを確認する。（Ｓ４０７）。充電台１０２は、カメラ１０１と
無線電力伝送が可能な位置に配置されてることを確認数と、カメラ１０１と接続し、無線
電力伝送を行うための制御情報をカメラ１０１と通信する（Ｓ４０８）。そして、充電台
１０２は、強電力によるカメラに１０１に対する送電を開始する。（Ｓ４０９）。
【００３６】
　以上説明したように本実施例におけるカメラ１０１による動作によれば、充電台１０２
と近接され、受電を行うことができる場合にのみ、アドバタイズパケットに無線電力伝送
サービスに対応することを示すサービス情報を含める。また、カメラ１０１が充電台１０
２からの電力を受電できない位置に配置されて、無線電力伝送サービスを実行する可能性
が低い場合は、代わりに他のサービス情報を周辺に存在する機器に報知する。これにより
、サービス情報を入力するためのデータ量に限りがあるアドバタイズパケットでも、カメ
ラ１０１の状況に応じて、カメラ１０１が実行する可能性の高いサービスに関する情報を
周辺の機器に通知することが可能になる。したがって、カメラ１０１は、データ量に限り
があるアドバタイズパケットを用いても、状況に応じて実行する可能性が高いサービス情
報を効率的に周辺に存在する機器に通知することが可能になる。
【００３７】
　また、常に、無線電力伝送サービスをアドバタイズデータに含める場合と比較して、他
に実行される可能性が高いサービスの情報をより多く周辺に存在する機器に知らせること
が可能となる。
【００３８】
　また、本実施例の別の効果として、必要時のみアドバタイズデータの内容を変更するこ
とで、アドバタイズパケット長の増大を防ぎ電池の持続時間をのばすことが可能となる。
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【００３９】
　本実施例における通信装置（カメラ１０１）は、他の装置から無線により送電される電
力を受電する受電部と、受電部による受電に応じて無線電力伝送サービスを含めたサービ
ス情報を報知する（Ｓ４０６）。本実施例における通信装置は、受電部により受電してい
ない場合、無線電力伝送サービスを含めないサービス情報を報知する（Ｓ４０１）。
【００４０】
　本実施例における通信装置は、受電部による受電に応じて、無線電力伝送サービスを含
めないサービス情報の報知から無線電力伝送サービスを含めたサービス情報の報知に切替
える（４０６）。本実施例における通信装置は、受電手段による受電に応じて、無線電力
伝送サービスを含めず、他のサービスを含めたサービス情報の報知から無線電力伝送サー
ビスを含め、他のサービスを含めないサービス情報の報知に切替える（Ｓ４０６）。
【００４１】
　本実施例における通信装置（カメラ１０１）が報知する無線電力伝送サービスに関する
サービス情報には、無線電力伝送の方式を示す情報が含まれる（Ｓ４０６）。本実施例に
おける通信装置は、無線電力伝送サービスを含めたサービス情報の報知を受信した他の装
置に対して無線電力伝送を行うための制御情報を送信する。本実施例における通信装置は
、他の装置による制御情報の受信に応じて他の装置が大きくした送電電力を他の装置から
無線により受電する。
【００４２】
　本実施例における通信装置は、受電が終了した場合、無線電力伝送サービスを含めたサ
ービス情報の報知から無線電力伝送サービスを含めないサービス情報の報知に切替える（
Ｓ４０６）。本実施例における通信装置は、受電部により受電した電力を蓄電する（電池
２０５）。本実施例における通信装置は、受電部により受電した電力を用いてサービス情
報の報知を行う。
【００４３】
　なお、上述の実施例において、Ｓ４０９における無線電力伝送を行っている場合に、カ
メラ１０１と充電台１０２との無線部２０１、３０１間の接続は維持し続ける必要はい。
必要な制御情報を通信する場合にのみ、カメラ１０１と充電台１０２との無線接続を確立
するようにしてよい。また、装置間の無線電力伝送を行うための制御情報の通信をアドバ
タイズパケットに含めて行うようにしてよい。
【００４４】
　なお、Ｓ４０１における非受電時のサービス情報に、例えば、自装置が実行可能なサー
ビスが全てアドバタイズデータに入力できる場合等は、無線電力伝送サービスに関するサ
ービス情報を含めることも可能である。
【００４５】
　Ｓ４０３において、カメラ１０１は充電台１０２に置かれたあと、受電部２０４が受電
検知によりアドバタイズデータの内容を変更した。しかしながら、カメラ１０１が充電台
１０２に置かれたあと、操作部２０７のボタンをユーザが押したことによりアドバタイズ
データの内容を変更してもよい。
【００４６】
　Ｓ４０７において、アドバタイズデータに無線電力伝送の規格種別情報を含めて報知し
、充電台１０２で対応する無線電力伝送の規格が実行可能な場合にのみ、無線電力伝送を
行うようにして良い。
【００４７】
　また、本実施例では充電台に置かれる受電装置がカメラ１０１の１台で説明したため充
電台１０２は微弱電力を送信し、カメラ１０１の給電検知をおこなった。しかしながら、
複数の受電装置に対して同時に送電可能な送電装置の場合、１台目の受電装置に送電中に
２台目の受電装置が送電装置上に配置されることなる。このような場合、２台目は強給電
状態の電力を受電検知することでアドバタイズデータの内容を変更するようにして良い。
【００４８】
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　（その他の実施例）
　上述の実施例では、受電装置が送電装置から送電された電力を受電したことに応じて、
アドバタイズパケットに無線電力伝送サービスの情報を入力するようにした。しかしなが
ら、受電装置の電池残量が所定値（例えば、電池残量１０％）を下回った場合にアドバタ
イズパケットの内容を実施例１のように変更するようにして良い。また、送電装置または
他の装置が受電装置の「ＢＡＴＴＥＲＹ　ＳＵＲＥＶＩＣＥ」により、電池残量が所定値
（例えば、電池残量１０％）を下回った場合、該受電装置への充電を促すメッセージを表
示する構成にして良い。
【００４９】
　また、上述の実施例では、受電装置がカメラの例を記載したが、本実施例の受電装置は
、携帯電話、ＰＤＡ、ノートパソコン、プリンタ等のカメラ以外の電子機器であって良い
。
【００５０】
　また、上述の実施例では、受電装置が受電に応じて、アドバタイズパケットの内容を変
更して報知を行う例を示した。しかしながら、受電装置が受電に応じて、アドバタイズパ
ケットの報知を開始するようにして良い。このようにすると受電装置が無線電力伝送以外
の他のサービスが実行できない装置である場合、不必要なアドバタイズパケットの送信を
低減することができる。即ち、受電年装置が送電装置と無線電力伝送を行うことが可能な
範囲内になった場合に無線電力伝送を実行するための情報が入力されたアドバタイズパケ
ットの送信を開始する。また、受電年装置が送電装置と無線電力伝送を行うことができな
い場合に無線電力伝送を実行するための情報が入力されたアドバタイズパケットの送信を
行わないようにすることができる。
【００５１】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。



(11) JP 6270445 B2 2018.1.31

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 6270445 B2 2018.1.31

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 6270445 B2 2018.1.31

【図９】



(14) JP 6270445 B2 2018.1.31

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２０１２／１６９７９５（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開２００６－２３８５４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｊ　　５０／００　－　５０／９０
              Ｈ０２Ｊ　　　７／００　－　　７／１２
              Ｈ０２Ｊ　　　７／３４　－　　７／３６
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

